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日本本社より中国の現地法人や駐在員事務所に中国赴任者（日本人を想定）を派遣する場

合、中国側では、赴任前、赴任後に各種の手続きが必要となります。今回は、中国への赴任

に当たって必要となる諸手続きと注意事項を整理します。 

 

 

１．工作許可 

 

中国赴任者は、中国法人もしくは駐在員事務所などで“就業”することが目的となります。

そのため、中国赴任者が中国大陸戸籍以外の者で、永住許可を保有している場合でない限り

において、中国に赴任するに当たっては必ず就業にかかわる許可（以下、「工作許可」としま

す。）を取得する必要があります。 

工作許可の取得には、赴任前の“事前審査”と赴任後の“事後審査”が必要とされます。

赴任に当たって中国に入国するためには、一部の例外を除いて Z ビザ（工作目的査証）を取

得しなければなりませんが、Z ビザの申請に先立って、「工作許可」の“事前審査”が行われ

ていることが必須となります。“事前審査”は、赴任先の中国企業が赴任地の外国人就業管理

部門において申請手続きを行い、審査が完了すると「工作許可通知」が発行されます。Z ビ

ザは、この「工作許可通知」が発行されていることを前提として申請が可能となります。ま

た、赴任のために中国に入国した後、30 日以内に“事後審査”を完了したうえで、「工作許

可証」の発行を受ける必要があります。現在では「工作許可証」は全国統一様式のカード形

式で発行されます。 

なお、「工作許可」の申請には、犯罪経歴証明、学位証明（最終学歴証明）等の証明資料（以

下「証明文書」とします。）が必要とされており、これら文書について、文書発行国（または

地域）に所在する中国大使館（もしくは総領事館）で“認証”手続きを経る必要があるもの

とされています。証明文書は、“事前審査”においてはコピーの提示のみで足りることとされ

ていますが、日本国においては、犯罪経歴証明は開封無効とされていることから、少なくと

も中国大使館（もしくは総領事館）における“認証”手続きが完了するまでの間は開封して

“事前審査”のために提示することができません。この点で資料準備にかかる時間が長期化

し、Z ビザを取得して中国に赴任する時期が遅延する要因となるケースが見受けられます。 
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◆中国赴任に向けた手続きの流れ（概要） 

1．証明文書の準備（文書発行国） 

↓ 

2．工作許可の事前審査（工作許可通知の発行） 

↓ 

3．Z ビザ申請（所在地国） 

↓ 

4．中国への入国 

↓ 

5．臨時住宿登記 

↓ 

6．工作許可の事後審査（工作許可証の発行） 

↓ 

7．居留許可申請 

 

２．居留許可 

 

中国赴任者が中国大陸戸籍以外の者で、永住許可を取得している場合でない限りにおいて、

中国で長期滞在（90 日以上）をするためには、「居留許可」の申請が必要となります。赴任

者の場合には、「工作許可」を取得していることを前提として、工作目的の「居留許可」が発

行されます。なお、この「居留許可」は、一定の住所を定めて居留を認めるものであるため、

「居留許可」の申請にあたっては、住所登録が必須となります。住所登録については、外国

人は入国後 24 時間（もしくは 48 時間）以内に宿泊住所を管轄する派出所において「臨時住

宿登記」を行わなければならないこととされています。「居留許可」の申請にあたっては、こ

の「臨時住宿登記」表により住所登録の確認が行われますが、この時点で「臨時住宿登記」

が行われていないことが発覚した場合には、住所登録に関する手続義務違反があるものとし

て行政処罰が行われることになるため注意が必要です。 

なお、中国赴任者が、上記手続きを経て「居留許可」を取得する以前に出張で中国に入国

している場合も多く見受けられます。このような出張に当たって、赴任予定先の現地法人も

しくは駐在員事務所を訪れ、これら組織の業務遂行を行われる場合が見受けられますが、上

記手続きを経て「居留許可」を取得する以前に中国国内の組織での業務遂行を行う場合には、

目的外滞在（許可された入国目的と実際の滞在中の行為が相違する）として処罰を受けるこ

とになります。中国赴任に当たって「居留許可」を申請する際に、当局において過去の入国

履歴についても確認を受けるということもしばしば発生しているため、この点についても注

意が必要といえます。 
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【ご案内】 

上海成和ビジネスコンサルティング（税理士法人成和）では、2019 年 10 月より毎月、 

“ツボを押さえる中国ビジネス基礎講座” と題した無料勉強会の開催を予定しておりま

す。11月、12月のテーマは以下の通りとなっております。参加をご希望の方は、下記の

連絡先（担当：西澤）までお問い合わせください。 

➢ 2019年 11月 27日（水）16:00～17:30  【定員 5名】 

テーマ ：  外国人就業管理の基礎を理解しよう 

         ～  “就業管理制度と出入国管理”について 

➢ 2019年 12月 25日（水）16:00～17:30  【定員 5名】 

テーマ ：  税金の基礎を理解しよう 

         ～  “各税金の概要”について 

講師  ：  上海成和ビジネスコンサルティング 浅井智志 

会場  ：  上海成和ビジネスコンサルティング 会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

（執筆者連絡先） 
上海成和ビジネスコンサルティング（SSBC） / 税理士法人 成和 代表 渡辺基成 
住所：上海市長寧区延安西路 1600 号 禾森商務中心 303 室 
電話番号：+86‐21‐5237-6737 
E-mail: info@seiwa-group.jp   Website: http://www.seiwa-group.jp/ 
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